諮問番号：令和６年度諮問第１７号
答申番号：令和７年度答申第２６号

答　申　書

第１　審査会の結論 

　○○○○○○○○○○○○○○所長（以下「処分庁」という。）が、審査請求人に対して令和５年１月２６日付けで行った生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第２６条に基づく保護廃止決定処分（以下「本件処分１」という。）及び審査請求人の同居人（以下「交際相手」という。）に対して同年２月２日付けで行った法第２４条第９項において準用する同条第３項に基づく保護変更決定処分（以下「本件処分２」といい、本件処分１と本件処分２を合わせて「本件処分」という。）の取消しを求める審査請求（以下「本件審査請求」という。）は、棄却すべきである。

第２　審査関係人等の主張の要旨

１　審査請求人
交際相手宅への同居に伴う、審査請求人の１人世帯の廃止決定処分に伴う生活費の返還及び、交際相手世帯が１人世帯から２人世帯になったことによる生活費の追給について、返還額の方が追給額より多いことに不服があり、そもそも２人世帯になると保護費が減額となる制度自体も納得できない。
また、保護費が減額となることについて、事前の説明が一切なく、審査請求人から尋ねるまで回答がなかった。
以上のことから、本件処分の取消しを求める。

２　審査庁
本件審査請求は棄却すべきである。

第３　審理員意見書の要旨 

１　審理員意見書の結論
本件審査請求は棄却されるべきである。

２　審理員意見書の理由

（１）処分庁は、審査請求人から交際相手の家へ転居する旨の報告及び申請があったことに伴い、令和５年１月２６日に家庭訪問を行ったところ、審査請求人が交際相手宅へ転居し、同居した事実を確認したことから、同日付けで審査請求人の保護を廃止する本件処分１を行い、同日から転入先の世帯主である交際相手の世帯員としての保護を開始する本件処分２を行ったことが認められる。
（２）法第９条の規定のとおり、保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとされている。また、法第１０条の規定のとおり、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとされ、その趣旨は、各個人の経済生活は通常世帯を単位として営まれており、保護を要する生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人についてあらわれるものではなく、世帯全体に同じ程度においてあらわれるからと解されている。
さらに、生活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年４月１日厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。）第１のとおり、同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定することとされている。
　　　審査請求人は、令和４年１１月２５日に、処分庁に対し、交際相手の家へ転居する旨の報告を行い、令和５年１月２５日付けで交際相手の世帯に同居する旨が記載された申請書を処分庁に提出したことが認められ、また、処分庁は、同月２６日に交際相手の居宅を訪問し、生活実態を確認し、審査請求人が交際相手宅へ転居したことを確認したことが認められる。
また、処分庁は、同日から審査請求人の単身世帯としての保護を廃止する同日付けの本件処分１により、保護を廃止した同月２６日から同月３１日までの６日間の保護費に相当する１５，４５９円を返還額として決定し、審査請求人に通知したこと及び同年２月２日付けで、同年１月２６日から交際相手の世帯員として審査請求人の保護を開始する本件処分２を行い、交際相手の世帯に対し、同月２６日から同月３１日までの６日間の保護費に相当する９，１６４円を同年２月１４日に支給したことが認められる。
（３）以下検討すると、処分庁は、審査請求人及び交際相手が同居している事実及び生活状況を確認した家庭訪問の日をもって、審査請求人の単身世帯としての保護を廃止し、交際相手の世帯員として保護を開始した本件処分を行っており、法第９条、法第１０条、保護の廃止について規定した法第２６条、次官通知第１に照らし、処分庁の判断に不合理な点は認められない。
また、本件処分において算定された保護費の返還額及び追加支給額について、生活保護法による保護の基準（昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号。以下「保護の基準」という。）別表第１第１章及び生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて（昭和３８年４月１日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。）第７問１９答に照らし、違算は認められない。
　（４）他に本件処分について違法又は不当な点は認められない。

第４　調査審議の経過

　令和６年１１月　５日　諮問の受付
令和６年１１月　６日　審査関係人に対する主張書面等の提出期限通知
主張書面等の提出期限：１１月２０日
口頭意見陳述申立期限：１１月２０日
令和６年１１月２１日　第１回審議
令和６年１２月１９日　第２回審議
令和７年　１月２２日　第３回審議
令和７年１１月２７日　口頭意見陳述・第４回審議

第５　審査会の判断 
　
１　法令等の規定
（１）法第１条は、「この法律は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と定めている。
（２）法第３条は、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」と定めている。
（３）法第８条第１項は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」とし、同条第２項は、「前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。」と定めている。
そして、法第１条及び法第３条の基本原理に基づき、法第８条第１項及び第２項の規定を受けて、厚生労働大臣は保護の基準を定めている。
（４）法第９条は、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」と定めている。
（５）法第１０条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」と定めている。
（６）法第２６条は、「保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。（後略）」と定めている。
（７）国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和２５年法律第６１号）第２条第１項は、「国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの（中略）又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの（中略）の確定金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」と定めている。
（８）保護の基準別表第１第１章は、年齢別、所在地別等に区分した居宅基準生活費を定めている。
（９）次官通知第１は、保護に係る世帯の認定について、「同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。（後略）」と記している。
　　　なお、次官通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９第１項及び第３項の規定による処理基準（以下「処理基準」という。）である。
（１０）課長通知第７問１９答は、最低生活費の日割計算について、「３０日を分母として日割計算をすることを原則とするが、その月の実日数に応じて日割計算を行なうことが適当である場合には、実日数によること。」と記している。
　　　なお、課長通知は処理基準である。

２　認定した事実
　　審査庁から提出された諮問書の添付書類（事件記録等）によれば、以下の事実が認められる。
（１）平成２９年１０月１６日付けで、処分庁は、審査請求人に対し、法による保護を開始した。
（２）令和元年５月３０日付けで、処分庁は、交際相手に対し、法による保護を開始した。
（３）令和４年１１月２５日及び２８日、審査請求人は、処分庁に対し、交際相手の新居に転居し同居する予定である旨を報告し、転居費用の扶助について相談した。
（４）令和５年１月２５日、処分庁は、審査請求人から、同日から交際相手の居宅へ転居するためとの理由による保護開始（変更）申請書の提出を受けた。
（５）令和５年１月２６日、処分庁は、交際相手宅を訪問し、審査請求人が転居し、交際相手との同居を開始していることを確認した。これに基づき、処分庁は、同日付けで、審査請求人に対する単身世帯としての保護を廃止するとともに、審査請求人の同年１月分の生活扶助費７９，８７０円のうち、同月２６日から同月３１日までの６日分に相当する１５，４５９円の返還を求める決定をし、本件処分１を行った。
（６）令和５年２月２日付けで、処分庁は、交際相手に対し、審査請求人の転入による同年１月分保護費として、同月２６日から同月３１日までの６日分の増額分に相当する９，１６４円の追加支給を行う本件処分２を行い、同月１４日に支給した。
また、審査請求人に対し、返還金の納付書を手交したところ、審査請求人から追給額より返還額の方が大きいことに対し口頭で不服申立てがあり、ケースワーカーから説明を行ったが納得を得られなかった。
（７）令和５年３月３１日、審査請求人は、本件審査請求を行った。
　　　
３　判断
（１）処分庁は、審査請求人から令和５年１月２５日付けで提出された交際相手宅に転居し同居する旨の申請に基づき、同日付けで審査請求人の単身世帯としての保護を廃止し、同月分の保護費の返還額を決定する本件処分１を行うとともに、同日から審査請求人について世帯主たる交際相手の世帯員として保護を開始する本件処分２を行ったことが認められる。
（２）法第９条において、保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して有効且つ適切に行うものと規定されており、また、法第１０条において、保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものと規定されており、生活保護は世帯単位で行うことが原則とされている。その趣旨は、各個人の経済生活は通常世帯を単位として営まれており、保護を要する生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人についてあらわれるものではなく、世帯全体に同じ程度においてあらわれるからと解されているためである。
また、次官通知第１において、同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定することとされている。
（３）以下検討すると、審査請求人は、令和４年１１月２５日及び２８日に、処分庁に対し交際相手宅へ転居し同居する旨の報告を行い、令和５年１月２５日付けで、「（交際相手氏名）の世帯に同居する為（１月２５日から）」と理由が記載された「保護開始（変更）申請書」を処分庁に提出したことが認められる。
処分庁は、当該申請に基づき、同月２６日に交際相手宅を訪問して生活実態を確認し、審査請求人が交際相手宅へ転居し同居していることを確認した上で、同日付けで審査請求人に対する単身世帯としての保護を廃止し、保護廃止日である同月２６日から同月３１日までの６日分の保護費に相当する１５，４５９円を返還額として決定し、審査請求人に通知した本件処分１を行うとともに、令和５年２月２日付けで、交際相手に対し、審査請求人との同居により１人世帯から２人世帯となったため、同居開始日である同年１月２６日から同月３１日までの６日分の保護費の増額分に相当する９，１６４円を追加支給する本件処分２を行ったことが認められる。
（４）前記のとおり、処分庁は、審査請求人及び交際相手が同居している事実及び生活状況を確認した家庭訪問の日をもって、審査請求人の単身世帯としての保護を廃止するとともに、審査請求人について世帯主たる交際相手の世帯員として保護を開始する本件処分を行っており、法第９条、法第１０条、法第２６条及び次官通知第１に照らし、処分庁の判断に不合理な点は認められない。
（５）なお、審査請求人は、返還額が追加支給額より多いこと、すなわち、１人世帯から２人世帯になることで保護費が減額されることに不服がある旨主張するが、保護の基準別表第１第１章において、基準生活費の基準額は２人世帯の方が単身世帯より１人当たりの額が少なくなるよう設定されており、返還額の方が大きくなることはこれに基づくものであって、本件処分において日割計算で算定された保護費の返還額及び追加支給額について、保護の基準別表第１第１章及び課長通知第７問１９答に照らし、下記のとおり違算は認められない。
　　
　　　《「保護の基準」（令和４年４月１日適用）に基づく保護費の確認》
　　　　Ａ　１人世帯と２人世帯の比較
	区分
	１人世帯
	２人世帯

	生活費第1類
	４７，４２０円
	（※）８１，０７０円

	生活費第２類
	２８，８９０円
	４２，４２０円

	経過的加算
	９３０円
	０円

	冬季加算
	２，６３０円
	３，７３０円

	住宅扶助費
	４０，０００円
	４０，０００円

	計
	１１９，８７０円
	１６７，２２０円

	(住宅扶助費を除く)
	①７９，８７０円
	②１２７，２２０円


　　　※「生活費第１類」は、２人世帯の場合、１人分４７，４２０円の合計に「逓減率」（０．８５４８）を乗じる。
　　（なお、審査請求人と交際相手の令和５年１月分の保護額は同額であった）

Ｂ　審査請求人からの返還額
・上記Ａの①に２５/３１日を乗じた日割額 ＝　６４，４１１円③
・①と③の差額（６日分）を返還　　　    ＝　１５，４５９円

　　　　Ｃ　交際相手世帯への追加給付額
　　　　　ア　１月１日から同月２５日までの分として支給すべき額
　　　　　　・上記Ｂの③と同額　　　　　　　　　　＝　６４，４１１円
　　　　　イ　１月２６日から同月３１日までの分として支給すべき額
　　　　　　・上記Ａの②に６/３１日を乗じた日割額 ＝　２４，６２３円④
　　　　　ウ　１月分として支給すべき額（③＋④）　＝　８９，０３４円⑤
　　　　　エ　⑤－１月分既支給額（上記Ａの①）　　＝　　９，１６４円

（端数については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第２条第１項の規定により、確定金額の１円未満の端数金額は切り捨てる。）

（６）他に本件処分に違法又は不当な点は認められず、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条第２項に基づき、本件審査請求は棄却すべきである。

第６　付言 

当審査会の前記判断を左右するものではないが、以下付言する。
審査請求人は、当審査会に対し、１人世帯から２人世帯となった場合に保護費が減額される（２人併せて１人世帯の２倍になるのではなく、概ね１．５倍程度となる）ことについて、自ら尋ねるまで処分庁から事前の説明が一切なかったと主張している。
保護費が減額となること自体は前述のとおり保護の基準に基づくものであって、一般的に家電製品や電気代等は２人世帯の方が１人世帯よりも共有により安価となることから制度としての合理性が認められるものの、本件事件記録において処分庁が審査請求人に対し事前に説明を行ったか否かについては記載がない。
処分庁は処分を行うに当たり、被処分者の納得が得られるよう、制度や処分の内容及びその根拠等について、丁寧な説明を行うことが求められる。

大阪府行政不服審査会第３部会
委員（部会長）野呂　　充
委員　　　　　相間　佐基子
委員　　　　　重本　達哉
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